
廃棄物処理の流れ

事業活動に伴って生じる廃棄物

事業活動に伴って生じる廃棄物の処理は、基本的に以下の流れで行います。

（1）廃棄物の発生

産業廃棄物 一般廃棄物

排出事業者による処理責任を負う

（2）分類ごとに分別

（3）保管

運び出すまで保管基準を守る

廃棄物を正しく分別する

（4）収集運搬

収集運搬に係る基準を守る

排出事業者が自ら収集運搬 許可業者に委託

委託基準を守る

（5）処分（中間処理・最終処分）・再生

許可業者に委託

委託基準を守る

事業系一般廃棄物は町内の集積場所（市の
収集）には出せません。

①一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する
②事業者自身が環境センターへ直接搬入する

処分に係る基準を守る

排出事業者が自ら処分

家庭から生じる廃棄物の処理は、基本的に以下の流れで行います。

（1）廃棄物の発生

一般廃棄物

家庭から生じる廃棄物

①市の分別区分に従い正しく分別する
②市が指定する方法で正しく排出する

用語 解説

処
理

収集運搬 廃棄物を収集し、運搬すること

処分
中間処理 廃棄物の性状等を物理的、化学的、生物学的に変化させること

（焼却・破砕・圧縮・脱水等）

最終処分 廃棄物を最終処分場に埋め立てること

再生 廃棄物を再び使用できる状態にすること

表３ 用語の解説
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